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(57)【要約】
【課題】力の状態により生じる生体形状の状態検出機能
を向上させる。
【解決手段】生体部位（４）の形状変化を検出するバン
ド型デバイス（形状変化検出装置２、２０、１２０、１
５０）であって、形状情報抽出手段（接触部品６、２２
、１２２、支持部品８、圧着バンド６０）と、センサ（
１２、１２４）を備える。形状情報抽出手段は、生体部
位に圧着状態で巻き付けられ、生体部位の表面に設定さ
れた検出位置で生体部位の外形に応じた屈曲部（Ｘ）を
形成して生体部位の形状情報を抽出する。センサは、生
体部位の状態変化に対し、形状情報抽出手段によって形
成された屈曲部の形状状態の変化量を検出する。
【選択図】　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体部位の形状変化を検出するバンド型デバイスであって、
　前記生体部位に圧着状態で巻き付けられ、前記生体部位の表面に設定された検出位置で
前記生体部位の外形に応じた屈曲部を形成して前記生体部位の形状情報を抽出する形状情
報抽出手段と、
　前記生体部位の状態変化に対し、前記形状情報抽出手段によって形成された前記屈曲部
の形状状態の変化量を検出するセンサと、
　を備えることを特徴とするバンド型デバイス。
【請求項２】
　さらに、前記センサが検出した前記屈曲部の形状状態の変化量に基づき、前記生体部位
に生じる力の状態を判別する制御部と、
　を備えることを特徴とする請求項１に記載のバンド型デバイス。
【請求項３】
　前記形状情報抽出手段は、
　前記生体部位の周面に沿って複数個が所定の間隔で隣り合わせて配置され、一面側の一
部で前記生体部位に接触する接触部品と、
　前記生体部位の周面方向に巻き付けられ、前記接触部品を支持する支持部品と、
　弾性力によって前記接触部品と前記支持部品とを前記生体部位側に圧着させる圧着部材
と、
　を備え、前記生体部位の外形に応じて、隣り合う前記接触部品間の角度が決まり、前記
支持部品は、該角度で配置された前記接触部品間の一部が屈曲することを特徴とする請求
項１または請求項２に記載のバンド型デバイス。
【請求項４】
　さらに、外部機器との間でデータの送受信を行う通信手段を備え、
　前記制御部は、前記外部機器から判別パターンを取得するとともに判別指示情報を受け
、前記センサから取り込んだ検出情報を前記判別パターンと対比して力の状態を判別し、
判別結果を前記外部機器に通知することを特徴とする請求項２または請求項３に記載のバ
ンド型デバイス。
【請求項５】
　前記接触部品は、前記生体部位と接触させる面の一部に形成された突起部を前記生体部
位との接点とし、前記生体部位の表面形状の変化に応じて接触角度を変化させて、前記支
持部品を屈曲させることを特徴とする請求項３または請求項４に記載のバンド型デバイス
。
【請求項６】
　生体部位の形状変化を検出するバンド型デバイスの検出制御方法であって、
　前記生体部位に圧着状態でバンド型デバイスを巻き付け、
　前記生体部位の表面に設定された検出位置で前記生体部位の外形に応じた屈曲部を形成
させ、
　前記生体部位の形状情報を形状情報抽出手段で抽出し、
　前記生体部位の状態変化に伴う前記屈曲部の形状状態の変化量をセンサで検出する、
　処理を含むことを特徴とするバンド型デバイスの検出制御方法。

                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示の技術は、対象とする生体部位の状態変化を検出するバンド型デバイスおよびそ
の検出制御方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　情報処理装置としてたとえばゲーム機やＰＣ（Personal Computer）、携帯端末装置な
どでは、ユーザインターフェース（ＵＩ：User Interface）として利用者の身体動作や形
状の変化などが利用されている。このような身体の動作状態や形状に合わせたインターフ
ェースは、操作を行う利用者が直感的に理解し易いというメリットがある。しかし動作や
身体形状では、外観的な状態のみを利用することから、同様の動作形状や身体の動作経路
をたどれば、誰でも同じ入力結果となり、より詳細な技能や入力操作を再現することは困
難である。
【０００３】
　そこで、このようなユーザインターフェースの一要素として、利用者の身体に対する力
の状態を利用する研究が進められている。この力の状態検出には、たとえば動作時に筋肉
組織に生じる微弱な筋電位を検出するものや身体の表面形状を検出するものが知られてい
る。力の入れ具合は、外部から直接判別するのは困難であることから、力の入ったとき、
または脱力したときに生じる身体の特徴情報を取得することで力の状態を判断する手法が
とられる。
【０００４】
　このような身体の特徴情報の取得に関し、検出対象の表面に沿って圧力センサが取付け
られ、検出した表面圧力と、予め取得した表面形状と表面圧力との関係から表面形状を求
めるものが知られている（たとえば、特許文献１）。また、手首などの生体部位に荷重セ
ンサや圧力センサを取付け、センサの設置部分について体を動かしたときの生体形状の変
化を検出するものが知られている（たとえば、特許文献２）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－３２１０１３号公報
【特許文献２】特開２００４－２８３２２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、体の形状変化の検出情報を用いて生体に生じる力の入れ具合の判別を行う場
合、センサによる形状検出の精度が力の入れ具合の判別精度に大きな影響を与える。力を
入れるまたは脱力するという状態は、腕や脚などの生体部位の筋肉の状態変化により生じ
る。生体部位の筋肉は、離散的な筋繊維の束で形成されている。この筋繊維の束は、断面
形状の変化や硬度変化などを生じることで力の入れ具合が調整される。このような筋繊維
の束の状態変化は生体表面の形状変化に現れ難い場合があり、形状変化の検出に高い精度
が必要となる。
【０００７】
　形状変化の判断を行う手法として、身体を圧力センサで覆って圧力分布の変化を検出す
ることで物理的な変化を検出するものがある。このような接触型のセンサを利用して筋組
織の変化を検出するには、センサを生体部位に密着させる必要がある。しかし生体部位の
表面性状は、検出対象の生体により異なり、または検出部位などにより異なるほか、接触
部分に対して体毛などの異物が介在することでも異なってくる。従って、センサと生体部
位との密着状態を維持するのが困難となる場合がある。
【０００８】
　また生体部位は、力を入れたり脱力したときに変化する範囲が小さい場合や複数箇所が
変化する場合があり、シート状などの接触型センサでは生体部位との密着性が低く、形状
変化への追従性が低ければ正確な形状変化を検出できない場合があるという課題がある。
また、形状変化の検出では、たとえば身体の動作を伴う場合があり、検出部位の振動や風
圧などに対抗するためにセンサの接着強度が必要となるほか、センサの配線の揺動などに
より検出精度が低下するという課題がある。
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【０００９】
　そこで、本開示の技術の目的は、力の状態により生じる生体形状の状態検出機能を向上
させることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するため、本開示の技術の一側面は、生体部位の形状変化を検出するバ
ンド型デバイスであって、形状情報抽出手段と、センサを備える。形状情報抽出手段は、
前記生体部位に圧着状態で巻き付けられ、前記生体部位の表面に設定された検出位置で前
記生体部位の外形に応じた屈曲部を形成して前記生体部位の形状情報を抽出する。センサ
は、前記生体部位の状態変化に対し、前記形状情報抽出手段によって形成された前記屈曲
部の形状状態の変化量を検出する。
【発明の効果】
【００１１】
　本開示の構成によれば、次のいずれかの効果が得られる。
【００１２】
　(1) 生体部位の外形形状の変化を抽出し、その変化量を検出することで検出位置におけ
るセンサの密着状態に関わらず形状変化の検出精度が高められる。
【００１３】
　(2) 生体部位の外形形状に応じて形成される屈曲部の形状状態の変化量から生体部位の
形状変化を検出することで、筋肉組織の硬度変化など、外形変化量が小さい場合にも形状
変化の検出機能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】第１の実施の形態に係る形状変化検出装置の外観構成例を示す図である。
【図２】形状変化の抽出状態の一例を示す図である。
【図３】第２の実施の形態に係る形状変化検出装置の外観構成例を示す図である。
【図４】形状変化検出システムの構成例を示す図である。
【図５】形状変化検出装置の構成例を示す分解図である。
【図６】生体部位に対する形状変化検出装置の装着状態の一例を示す図である。
【図７】屈曲部の検出状態の一例を示す図である。
【図８】抵抗膜の検知端子パターンの構成例を示す図である。
【図９】端子部と基板の接続構造の一例を示す図である。
【図１０】形状変化検出機能の一例を示すブロック図である。
【図１１】制御基板の回路構成例を示す図である。
【図１２】制御部の構成例を示す図である。
【図１３】無線コントローラの構成例を示す図である。
【図１４】形状変化の検出位置の一例を示す図である。
【図１５】センサによる検出結果の一例を示す図である。
【図１６】形状変化検出および力の推定処理の一例を示すシーケンス図である。
【図１７】形状変化検出装置の他の構成例を示す図である。
【図１８】屈曲部の検出状態の一例を示す図である。
【図１９】第３の実施の形態に係る形状変化検出装置の外観構成例を示す図である。
【図２０】センサの検出原理の一例を示す図である。
【図２１】センサの検出特性の一例を示す図である。
【図２２】センサの回路構成例を示す図である。
【図２３】センサおよび制御部の構成例を示す図である。
【図２４】形状変化検出処理および力の推定処理の一例を示すシーケンス図である。
【図２５】第４の実施の形態に係る形状変化検出装置の構成例を示す図である。
【図２６】生体部位に対する接触状態の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１５】
　〔第１の実施の形態〕
【００１６】
　図１は、第１の実施の形態に係る形状変化検出装置の外観構成例を示している。図１に
示す構成は一例である。
【００１７】
　図１に示す形状変化検出装置２は、本開示のバンド型デバイスの一例であり、たとえば
腕や脚、その他の部分を含む生体部位４に巻き付けられて、その断面形状の全部または特
定の一部の形状変化を検出する。形状変化検出装置２は、生体部位４の検出位置の外周部
分を包囲し、圧着して生体部位４に巻き付けるバンド状に形成される。形状変化検出装置
２は、たとえば図１のＡに示すように初期状態として、腕の一部に設定された検出位置に
対し、動作前の腕の外形に沿った形に維持される。そして、形状変化検出装置２は、たと
えば図１のＢに示すように利用者が腕を動作させるほか、巻き付けられた検出部位に対し
て力を入れると、検出状態として、腕の外形変化に基づいて巻き付けられた形状が変化す
る。
【００１８】
　形状変化検出装置２は、たとえばバンドの両端部分の係合位置を調整可能にするなどの
図示しない調整手段が形成されており、この調整手段によって生体部位４に対する接触状
態が維持される。形状変化検出装置２は、たとえば生体部位４の周囲に沿って複数個が隣
接して連結される接触部品６と支持部品８を備える。この接触部品６および支持部品８は
、検出対称である生体部位４の検出位置に圧着状態で巻き付けられ、その生体部位４に追
従して、生体部位４の形状情報を抽出する本開示の形状情報抽出手段に含まれる。また形
状変化検出装置２は、接触部品６とともに並べて連結され、または接触部品６に設置され
た制御装置１０を備える。
【００１９】
　接触部品６は、本開示の形状情報抽出手段の構成部品の一例であり、支持部品８を介し
て生体部位４に沿って、複数個が所定の間隔をもたせて圧着状態で巻き付けられており、
生体部位４の外形表面に沿って配置される。接触部品６は、たとえば金属や硬質の樹脂材
料で形成されており、生体部位４との接触により変形しないように形成されている。接触
部品６は、たとえば図２に示すように、直方体などで形成され、その一面の平面部分を生
体部位４に対して直接または間に他の部材を介在させて接触させる接触面としている。各
接触部品６の接触面は、たとえば生体部位４に対して少なくとも点Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３・・
・が接触する。生体部位４と接触部品６の接触面は、たとえば点接触または一定幅の面で
接触してもよい。
【００２０】
　形状変化検出装置２は、たとえば接触部品６の個数に応じて、接触部品６間の配置間隔
を設定すればよく、生体部位４の周囲に対して均等な間隔で設置してもよい。また形状変
化検出装置２は、たとえば生体部位４の表面の一部を検出位置として設定し、その検出位
置に対して少なくとも２つ以上の接触部品６を設定した間隔で配置してもよい。
【００２１】
　支持部品８は、本開示の形状情報抽出手段の構成部品の一例であり、複数の接触部品６
を設定された間隔で支持し、生体部位４に巻き付けられる。支持部品８は、たとえば所定
の幅を持って生体部位４の表面に接触するバンド形状であり、巻き付けられた対象の形状
に応じて変形可能に形成されている。支持部品８は、たとえば接触部品６を支持部品８の
平面上に載置させることで、隣合う接触部品６間を連結させる。また支持部品８は、たと
えば隣合う接触部品６の対向する側面同士を連結させるように接触部品６に設置されても
よい。
【００２２】
　支持部品８は、たとえば生体部位４への巻き付け方向（長手方向）に沿って接触部品６
同士の間を所定の設定値で配置させてもよく、または接触部品６の設置数に応じた値が設
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定されてもよい。
【００２３】
　そして形状変化検出装置２は、図２のＡに示すように、生体部位４の表面に沿って支持
部品８が接触部品６を支持することで、生体部位４に対して多角形状を形成して装着され
、接触部品６間に生体部位４の断面形状に応じた屈曲部θ１、θ２、・・・が形成される
。形状変化検出装置２は、屈曲部θ１、θ２、・・・により生体部位４の断面形状を近似
的に形成することで、生体部位の形状情報を抽出する。そして形状変化検出装置２は、屈
曲部θ１、θ２、・・・の部分的な変化状態により、間接的に生体部位の外形形状の変化
を抽出する。生体部位４に対して力を入れることで生じる断面形状の変化は、屈曲部θ１
、θ２、・・・の内角の変化として抽出される。生体部位４に力が入れられると、たとえ
ば図２のＢに示すように、生体部位４の断面形状が変形し、接触部品６の設置位置に応じ
て変化度合が異なる。生体部位４は、力を入れることで、たとえば筋繊維が収縮して硬化
し断面積が増加することにより突出する部分や、表面形状が平坦化または陥没状になる部
分が生じる。これにより検出位置に応じて変化後の屈曲部θ１′、θ２′、・・・の変化
量が異なる。
【００２４】
　屈曲部θ１、θ２、・・・、θ１′、θ２′、・・・は、たとえば接触部品６間の対向
角度で形成されてもよく、または接触部品６間の支持部品８に形成される屈曲形状の内角
であってもよい。屈曲部θ１、θ２、・・・、θ１′、θ２′、・・・の内角は、たとえ
ば接触部品６間に設けられるセンサ１２によって検出すればよい。センサ１２は、生体部
位４の状態変化に伴う屈曲部θ１、θ２、・・・、θ１′、θ２′、・・・の形状状態の
変化量を検出する手段の一例であり、たとえば接触部品６間の対向角度や支持部品８に形
成される屈曲形状の角度や距離などの状態量ほか、変化量を検出する。
【００２５】
　接触部品６の配置間隔は、たとえば支持部品８に屈曲部θ１、θ２、・・・、θ１′、
θ２′、・・・が形成されるように設定してもよく、または接触部品６間の対向角度が検
出可能に設定すればよい。接触部品６間の距離は、近すぎると変化量が少なく、支持部品
８に屈曲部θ１、θ２、・・・、θ１′、θ２′、・・・が形成され難くなる場合がある
。また、接触部品６間の距離は、離れすぎると生体部位４に接触して屈曲部θ１、θ２、
・・・、θ１′、θ２′、・・・が形成されないほか、センサ１２による検出が困難とな
る場合がある。
【００２６】
　制御装置１０は、センサ１２によって検出された屈曲部θ１、θ２、・・・、θ１′、
θ２′、・・・の角度情報や屈曲形状の状態情報などの検出情報を取り込み、生体部位４
の形状変化の判別や形状変化情報の生成などを行う。また制御装置１０は、たとえば形状
変化の度合から生体部位４に生じる力の変化などの判断を行う。制御装置１０は、たとえ
ば検出した角度情報に基づき、内角が急激に小さくなった部位について、その検出部位の
曲率が小さくなったことや動作または力が入れられたことの判別を行う。また、制御装置
１０は、たとえば筋組織の収縮による断面積の増加や硬度変化について、生体部位４の周
面方向に現れる屈曲形状のパターンなどから力の入れ具合を判別してもよい。この屈曲形
状のパターンは、たとえば制御装置１０に予め記憶されたパターンデータなどを利用すれ
ばよい。
【００２７】
　＜形状変化検出処理について＞
【００２８】
　この形状変化検出処理は、本開示のバンド型デバイスの検出制御方法の一例である。生
体部位４の形状変化検出処理の処理手順は、たとえば生体部位４の周囲に形状変化検出装
置２を圧着状態で巻き付け、生体部位４の表面に設定された検出位置で外形に応じた屈曲
部を形成させる。形状変化検出装置２は、屈曲部を形成することで巻き付けられた生体部
位４の形状情報を抽出し、この屈曲部の形状状態の変化量をセンサ１２で検出することで
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生体部位４の状態変化を判別する。センサ１２は、たとえば状態変化前後の屈曲部θ１、
θ２、・・・、θ１′、θ２′、・・・の角度情報を検出する。
【００２９】
　斯かる構成によれば、生体部位４の外形形状の変化を抽出し、その変化量を検出するこ
とで検出位置におけるセンサ１２の密着状態に関わらず形状変化の検出精度が高められる
。また生体部位４の外形形状に応じて形成される屈曲部の形状状態の変化量から生体部位
の形状変化を検出することで、筋肉組織の硬度変化など、外形変化量が小さい場合にも形
状変化の検出機能を向上させることができる。
【００３０】
　〔第２の実施の形態〕
【００３１】
　図３は、第２の実施の形態に係る形状変化検出装置の外観構成例を示している。
【００３２】
　形状変化検出装置２０は、本開示のバンド型デバイスの一例であり、たとえば図３に示
すように、生体部位４に対して巻き付けられるバンド部品２４の長手方向に一定の間隔で
離散的に接触部品２２が配置される。また形状変化検出装置２０には、たとえばバンド部
品２４に対し、接触部品２２と並んで制御装置２６が設置される。
【００３３】
　形状変化検出装置２０は、たとえばバンド部品２４の両端側に設置される接触部品２２
の一方に連結部品２８が設置され、他方に連結部品２８の先端のフック部３０を係止する
係止孔３２が形成されてもよい。
【００３４】
　なお、図３に示す形状変化検出装置２０は一例であり、たとえばバンド部品２４の長手
方向に対する接触部品２２の長さや、接触部品２２の配置間隔に応じて接触部品２２の設
置数が設定されればよい。また形状変化検出装置２０は、たとえばバンド部品２４の一部
に連結部品２８および係止孔３２が形成されてもよい。そのほか、形状変化検出装置２０
は、たとえば圧着バンド６０（図６）によって生体部位４に対する巻き付け状態を維持さ
せてもよく、接触部品２２やバンド部品２４に連結部品２８を備えなくてもよい。
【００３５】
　バンド部品２４は、本開示の支持部品の一例であり、生体部位４の周面方向に巻き付け
られ、接触部品２２を支持し、接触部品２２の接触面を生体部位４に対して直接または間
接的に接触させる。
【００３６】
　制御装置２６は、たとえば接触部品２２およびバンド部品２４により抽出される生体部
位４の形状状態の検出情報の解析や力の推定処理を行う。形状変化検出装置２０は、たと
えば図４に示すように制御装置２６により外部機器４０との間で有線または無線通信によ
るデータ通信機能を備えている。これにより制御装置２６は、たとえば検出情報や力の推
定結果などを外部機器４０に対して通知するほか、外部機器４０側から解析データや力の
判別制御を含む制御指示情報などを受信する。
【００３７】
　外部機器４０は、たとえば形状変化検出装置２０を利用した形状変化検出機能や力の検
推定機能を実行可能な情報処理装置の一例であり、たとえばＰＣ（Personal Computer）
や携帯端末装置のほか、通信機能を備えたゲーム機などのコンピュータ機器が含まれる。
外部機器４０と制御装置２６は、たとえばBluetooth（登録商標）や赤外線通信、パケッ
ト通信、インターネット回線を利用する通信機能を備えている。そのほか外部機器４０は
、たとえば形状変化検出装置２０に対する制御指示や検出結果などを表示する表示部や指
示操作などを行うための入力操作部などを備えている。外部機器４０は、たとえば形状変
化検出装置２０を利用するためのアプリケーションプログラムが実行され、形状変化検出
装置２０との間で送受信されたデータに基づき、表示部に指示情報の入力画面や検出結果
などが表示される。
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【００３８】
　＜形状変化検出装置２０の部品構成例について＞
【００３９】
　図５は、形状変化検出装置の構成例を示している。
【００４０】
　形状変化検出装置２０は、たとえば図５に示すように、バンド部品２４の載置面であっ
て、生体部位４に接触する面と反対側の面に接触部品２２や制御装置２６が積層される。
バンド部品２４と接触部品２２および制御装置２６は、たとえば図示しない接着部材によ
り接着させ、または固定部品を備えて固定させてもよい。またバンド部品２４の載置面に
は、たとえば接触部品２２や制御装置２６との間に抵抗膜シート５６を介在させている。
【００４１】
　抵抗膜シート５６は、本開示のセンサの一例であり、図示しないバンド部品２４に形成
された配線端子と接続され、検出回路を形成する。抵抗膜シート５６は、バンド部品２４
の変形に伴って変形し、この変形により抵抗値が変化する。形状変化検出装置２０は、バ
ンド部品２４の配線端子による検出回路により抵抗膜シート５６の抵抗値変化を検出して
バンド部品２４の形状状態を検出する。バンド部品２４は、たとえば一部に配線端子の一
端を集結させた端子部５８が形成されており、この端子部５８を通じて制御装置２６と電
気的に接続される。
【００４２】
　制御装置２６は、たとえば上ケース４４と下ケース４６が接合されて形成されており、
下ケース４６上に制御基板４８や給電手段として電池５２を備えている。上ケース４４と
下ケース４６は、たとえば図示しないネジ、ボルトおよびナットのほか、ラッチ部品など
の固定部品を利用して固定されてもよく、または接着剤などにより接着してもよい。制御
基板４８には、たとえばコンピュータを形成する機能部品や電池５２による給電制御を行
う回路のほか、バンド部品２４の端子部５８を接続させるコネクタ６８（図９）を含む実
装部品５０が実装される。また下ケース４６には、端子部５８を取り込む挿通孔５４が形
成される。
【００４３】
　＜形状変化検出装置２０による形状変化の抽出について＞
【００４４】
　バンド部品２４は、たとえば図６のＡに示すように生体部位４の周囲に巻き付けられる
と、接触部品２２が設定された間隔で生体部位４の外形形状に沿って配置される。バンド
部品２４は、生体部位４の外周長さよりも短く形成され、生体部位４に巻き付けたときに
両端が重ならないよう長さが設定されている。これによりバンド部品２４は、生体部位４
に巻き付けられたときに両端の間に開放部６２を形成し、この開放部６２を接触部品２２
に設置された連結部品２８および係止孔３２によって連結すればよい。連結部品２２は、
開放部６２の離間距離を調整可能に形成されており、この離間距離の設定により、生体部
位４に対する接触部品２２とバンド部品２４の接触圧が設定される。
【００４５】
　さらに、バンド部品２４および接触部品２２には、外周側を覆う圧着バンド６０が巻き
付けられ、生体部位４の外形に対して圧縮方向に押圧されている。圧着バンド６０は、本
開示の形状変化抽出手段を形成する圧着部材の一例であり、弾性力を備えたゴムなどの樹
脂材料が輪形に形成されている。圧着バンド６０は、弾性力によって接触部品２２やバン
ド部品２４を生体部位４側に圧着させる。圧着バンド６０は、たとえば予め接触部品２２
の外周側に取付けた状態で形成されてもよく、またはバンド部品２４および接触部品２２
を生体部位４に巻き付けた後に、外周側に装着させてもよい。
【００４６】
　形状変化検出装置２０は、圧着バンド６０により全ての接触部品２２の接触面を生体部
位４に対して接触させることができ、生体部位４の形状に沿わせることができる。これに
より形状変化検出装置２０は、図６のＢに示すように生体部位４に対して力が入れられる
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ことで全体的または部分的に筋組織の膨張や収縮が生じたときに、生体部位４の外形形状
の変化に追従して変形することができる。
【００４７】
　すなわち、形状変化検出装置２０は、たとえば生体部位４に力が入れられると、力を入
れるまえの生体部位４の状態（破線部分）に対し、部分的に筋組織が変形し、膨張する場
合（実線部分）がある。このときバンド部品２４は、たとえば生体部位４の筋組織が部分
的に膨張したときに、その膨張部分に近接した部分が長手方向に延伸し、筋組織が収縮し
たときにその収縮部分に近接した部分が圧着バンド６０の押圧により縮む。
【００４８】
　また接触部品２２は、たとえば生体部位４の変形に対し、接触部分から押圧され、さら
にその背面側から圧着バンド６０によって対向方向に押圧される。接触部品２２は、これ
らの押圧に対して変形せず、または微小に変形することで、生体部位４に対して点または
一定の範囲での接触状態が維持される。接触部品２２は、図７のＡに示すように生体部位
４側に向けた接触面の全体がバンド部品２４に接着されており、その接触面でバンド部品
２４の一部の形状を拘束する。そして形状変化検出装置２０は、たとえば図７のＢに示す
ように隣合う接触部品２２間のバンド部品２４に屈曲部Ｘが形成される。屈曲部Ｘは、生
体部位４に対して部分的に接触した接触部品２２間の接触辺（接線）により生体部位４の
表面形状の状態を現している。形状変化検出装置２０は、屈曲部Ｘが生体部位４の外形に
沿って、接触部品２２の設置数に応じて１または複数形成されることで多角形状となる。
形状変化検出装置２０は、生体部位４の検出位置に対して屈曲部Ｘを形成することで、生
体部位４の形状情報を抽出しており、形状変化の検出では、屈曲部Ｘの内角θの変化角度
を検出する。
【００４９】
　＜形状変化の検出構造について＞
【００５０】
　図８は、抵抗膜の検知端子パターンの構成例を示している。
【００５１】
　バンド部品２４には、たとえば図８に示すように接触部品２２との間に複数枚の抵抗膜
シート５６が積層されている。この抵抗膜シート５６は、２つの接触部品２２間に跨って
配置されており、接触部品２２間に形成されるバンド部品２４の屈曲部Ｘに伴って屈曲す
る。また、バンド部品２４には、たとえば抵抗膜シート５６との間に複数の検知端子パタ
ーン６６が積層されている。この検知端子パターン６６は、たとえば隣り合う接触部品２
２間に形成される空間部分に積層させず、抵抗膜シート５６に形成される屈曲部Ｘを挟む
ように２つずつ配置されており、抵抗膜シート５６と電気的に接続されている。検知端子
パターン６６は、たとえば屈曲部Ｘが形成さえる抵抗膜シート５６との間で通電し、電気
回路を形成する配線パターンの一例である。これにより２つの検知端子パターン６６は、
抵抗膜シート５６の形状変化による抵抗値の変化に基づいて電流値や電圧値の変化を検出
するセンサ回路を形成する。
【００５２】
　抵抗膜シート５６および検知端子パターン６６は、バンド部品２４に形成される屈曲部
Ｘの内角変化を検出するセンサ１２の一例であり、内角変化に対し、抵抗膜シート５６の
形状変化による抵抗値の変化により生体部位４の形状変化を検出する。このセンサ１２は
、たとえば接触部品２２の設置個数や設置位置に応じて、形状変化検出装置２０の全周に
対して複数形成されている。各センサの検知端子パターン６６は、それぞれバンド部品２
４の表面側に沿って配列されており、各端部側が端子部５８に集められている。
【００５３】
　バンド部品２４は、たとえば図９に示すように端子部５８が制御装置２６の挿通孔５４
側に折り返されており、制御装置２６内の制御基板４８に実装されたコネクタ６８に接続
される。そしてこの端子部５８を通じて配線されたセンサ回路の検出結果などが制御基板
４８に形成された検出回路を含む制御部に通知される。
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【００５４】
　＜形状変化検出機能について＞
【００５５】
　図１０は、形状変化検出機能の一例を示すブロック図である。図１０に示す検出回路は
、一例である。
【００５６】
　形状変化検出装置２０は、たとえば図１０に示すように多数のセンサ１２についてそれ
ぞれ抵抗膜シート５６に対する検出回路が形成されている。この検出回路では、たとえば
抵抗膜シート５６に対し給電（Vin）されるとともに、抵抗膜シート５６を通じた電圧値
や電流値の変化を検出する。具体的には、検出回路は、たとえば固定抵抗Ｒ２と抵抗膜シ
ート５６による抵抗Ｒ１の比率で分圧比率を変化させ、分圧した検出電流値をバッファア
ンプ７０で受ける。そして検出電流値をＡＤ変換器７２で変換し、この検出電流値に基づ
き形状変化検出機能７４が生体部位４の形状変化を判断する。
【００５７】
　さらに形状変化検出装置２０では、形状変化検出機能７４の判断結果に対し力の推定機
能部７６において生体部位４の力の入れ具合を判断する。この力の推定機能部７６は、判
別パターンの一例である識別パターンテンプレート７８を利用して形状変化の結果を比較
し、力の入れ具合を推定する。そして力の推定機能部７６は、たとえば外部機器４０との
間で生体部位４の形状変化検出結果や力の入れ具合の推定結果などの通知または制御指示
の送受を行う。
【００５８】
　＜制御装置内部の回路構成例について＞
【００５９】
　図１１は制御基板の回路構成例を示している。
【００６０】
　制御基板４８は、たとえば図１１に示すようにセンサ１２との間で形成されたセンサ回
路上にバッファアンプ７０、マイコン８２、電源回路８６などが実装される。さらに制御
基板４８には、たとえばマイコン（Micro Computer）８２および電源回路８６に対して接
続される無線コントローラ８８が実装される。なお、制御基板４８には、たとえば図示し
ない形状変化検出結果や力の推定結果などを表示する表示回路やその他の操作回路などが
実装されてもよい。
【００６１】
　電源回路８６は、電池５２と接続され、センサ１２を含むセンサ回路やマイコン８２お
よび無線コントローラ８８に対する給電制御を行う手段の一例である。
【００６２】
　マイコン８２は、制御装置２６のコンピュータを形成する機能部品の一例であって、セ
ンサ１２や電源回路８６、無線コントローラ８８との間で制御指示や検出データなどを送
受信し、形状変化検出や力の推定処理などを実行する制御手段を形成する。マイコン８２
には、たとえばＡＤ変換器７２や制御部８４などが含まれる。この制御部８４は、たとえ
ば図１２に示すように、Ｉ／Ｏ（Input／Output）９０、プロセッサ９２、ＲＯＭ（Read 
Only Memory）９４、ＲＡＭ（Random Access Memory）９６などが含まれ、バス９８で接
続されている。
【００６３】
　Ｉ／Ｏ９０は、マイコン８２のインターフェースの一例であり、バッファアンプ７０や
電源回路８６、無線コントローラ８８などと接続され、データや制御指示の送受信を行う
。
【００６４】
　プロセッサ９２は、制御部８４の演算手段の一例であり、制御装置２６を機能させるＯ
Ｓ（Operating System）や電源制御プログラム、通信制御プログラムを実行する。またプ
ロセッサ９２は、センサ１２からの検出情報に基づいて形状変化の検出処理プログラムや
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力の推定制御プログラムを実行する。
【００６５】
　ＲＯＭ９４は、制御部８４の記憶手段の一例であり、プロセッサ９２が実行するＯＳや
各種プログラムを記憶するとともに、センサ１２からの検出データや外部機器４０から取
得した制御指示情報、データ情報などを記憶する。またＲＯＭ９４は、力の推定処理に利
用する識別パターンテンプレート７８を記憶する。ＲＯＭ９４は、たとえばハードディス
クドライブや半導体メモリなど、不揮発性のメモリで形成される。
【００６６】
　ＲＡＭ９６は、一時記憶部の一例であり、情報処理のワークエリアを構成する。
【００６７】
　制御部８４は、プロセッサ９２によるプログラムの演算処理により、形状変化検出機能
７４や力の推定機能部７６として機能する。
【００６８】
　無線コントローラ８８は、制御装置２６の通信制御手段の一例であり、外部機器４０と
の間でデータや制御指示情報の送受信を実行する。無線コントローラ８８は、たとえば図
１３に示すように、制御部８４からの制御指示を受けて通信機能の実行制御を行う通信制
御部１０４やアンテナ１００を介して外部機器４０との間で通信処理を実行する通信部１
０２が含まれる。
【００６９】
　＜形状変化の検出について＞
【００７０】
　図１４は、形状変化検出位置の一例を示している。図１５は、センサによる検出結果の
一例を示している。
【００７１】
　形状変化検出処理では、たとえば図１４に示すように、検出位置として、形状変化検出
装置２０のバンド部品２４に形成される複数の屈曲部Ｘのうち、隣合う２つの屈曲部Ｘに
設置されたセンサＣｈ１、Ｃｈ２の検出結果を利用している。制御装置２６は、これらの
センサＣｈ１、Ｃｈ２の検出回路を通じて電流値などの検出情報を収集する。センサＣｈ
１、Ｃｈ２は、たとえば図１５に示すように、形状変化検出装置２０が生体部位４に取付
けられたときのセンサ検出電圧値Ｖ０１、Ｖ０２を基準値として検出し、制御装置２６に
通知する。制御装置２６は、各電圧値Ｖ０１、Ｖ０２を基準電圧値として記憶する。
【００７２】
　生体部位４に力の状態変化や動作が生じると、筋組織の状態が変化し、生体部位４の外
形形状が変化すると、バンド部品２４の屈曲部Ｘが変化するのに伴い抵抗膜シート５６も
変形する。このときセンサＣｈ１、Ｃｈ２は、それぞれ抵抗膜シート５６の抵抗値変化に
より変化する電圧値Ｖ１（ｔ）、Ｖ２（ｔ）を検出する。制御装置２６は、たとえば各セ
ンサＣｈ１、Ｃｈ２から取り込んだ各検出電圧値Ｖ１（ｔ）、Ｖ２（ｔ）について、基準
電圧値Ｖ０１、Ｖ０２と対比させ、その電圧変化値ΔＶ１（ｔ）、ΔＶ２（ｔ）を算出す
る。この算出には、次の式を利用すればよい。
【００７３】
　　　　　ΔＶ１（ｔ）＝　Ｖ１（ｔ）－　Ｖ０１　　　　　　　　　・・・（式１）
　　　　　ΔＶ２（ｔ）＝　Ｖ２（ｔ）－　Ｖ０２　　　　　　　　　・・・（式２）
【００７４】
　この算出処理により、ΔＶ１（ｔ）は、たとえば正の値になり、ΔＶ２（ｔ）は負の値
になっている。この算出値の正負の結果は、たとえば生体部位４の形状変化の方向を示し
ており、センサＣｈ１とセンサＣｈ２の検出位置で筋組織の膨張部分と収縮部分が混在し
ている可能性がある。すなわち、筋組織の変形方向の違いにより、一方の屈曲部Ｘの内角
が増加し、他方の屈曲部Ｘの内角が減少したことを示している。制御装置２６は、この算
出結果により、生体部位４の形状変化を判断する。
【００７５】
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　なお、形状変化の検出処理では、２つのセンサＣｈ１、Ｃｈ２の検出電圧値について基
準電圧値Ｖ０１、Ｖ０２からの変化分を算出するものに限られない。制御装置２６は、た
とえばセンサＣｈ１が検出した電圧値Ｖ１（ｔ）とセンサＣｈ２が検出した電圧値Ｖ２（
ｔ）の電圧比率を算出し、この電圧比率をパラメータにした関数計算により形状変化を判
断してもよい。
【００７６】
　この電圧比率の算出処理では、たとえば以下の式を利用する。
【００７７】
　　（電圧比率）＝　Ｖ１（ｔ）／　Ｖ２（ｔ）　　　　　　　　　　　・・・（式３）
【００７８】
　＜形状変化検出装置２０および外部機器４０の制御処理について＞
【００７９】
　図１６は形状変化検出処理および力の推定処理の一例を示すシーケンス図である。図１
６に示す処理内容、処理手順は一例である。
【００８０】
　図１６に示す処理は、本開示のバンド型デバイスの検出制御方法の一例であり、形状変
化検出装置２０が外部機器４０からの制御指示に応じて実行する形状変化検出処理や力の
推定処理が含まれる。
【００８１】
　形状変化検出処理および力の推定処理では、たとえば形状変化検出装置２０が生体部位
４に巻き付け固定されると、その生体部位４に対する検出位置の特定として、キャリブレ
ーション処理が実行される。すなわち、形状変化検出装置２０は、複数の接触部品２２を
備え、検出位置として複数の屈曲部Ｘが形成される場合、その検出位置が生体部位４のど
の位置に設定されたのかを特定する必要がある。この検出位置は、生体部位４に対する形
状変化検出装置の装着位置や装着状態によって特定される。キャリブレーション処理では
、形状変化検出装置２０が取付けられた利用者の生体部位４を動作させ、その検出値を装
着位置とセンサ特性として把握し、この値を形状変化の判断および力の推定処理における
基準電圧値として利用する。
【００８２】
　＜外部機器４０側の処理について＞
【００８３】
　外部機器４０は、たとえば利用者が生体部位４に形状変化検出装置２０を装着した後に
、形状変化検出処理および力の推定処理のアプリケーションプログラムを実行する（Ｓ１
）。外部機器４０は、アプリケーションプログラムの実行を契機に形状変化検出装置２０
に対してキャリブレーション指示を通知する（Ｓ２）。キャリブレーション指示では、た
とえばキャリブレーション処理の開始コマンドとともに、力のＯＮ／ＯＦＦの判定閾値Ｅ
ｓのデータを送信する。この判定閾値Ｅｓは、識別パターンテンプレート７８の一例であ
る。
【００８４】
　外部機器４０は、キャリブレーションによって検出された時系列データを形状変化検出
装置２０から受信し、センサのプロファイル情報を作成し、表示する（Ｓ３）。外部機器
４０は、センサプロファイルを作成し、センサ１２の検出値が安定化したことを確認した
後、形状変化検出装置２０に対し、キャリブレーションで得られたデータを基準電圧値と
して設定するコマンドを送信し、キャリブレーション処理の終了を指示する（Ｓ４）。
【００８５】
　外部機器４０は、形状変化検出装置２０から力のＯＮ／ＯＦＦの判定結果Ｆを受信する
と（Ｓ５）、この判定結果Ｆに基づいて動作制御を行う（Ｓ６）。外部機器４０は、判定
結果Ｆに基づく動作として、たとえば生体部位４の力がＯＮとなったことを検出した場合
、表示画面にその結果を表示し、力がＯＦＦの場合、表示画面の表示を行わない。その他
外部機器４０は、たとえば判定結果Ｆに基づく動作制御として、表示画面のカーソル操作
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や、特定のアプリケーションの実行などを行ってもよい。
【００８６】
　外部機器４０は、アプリケーションプログラムの終了指令が発せられた否かを判断する
（Ｓ７）。アプリケーションプログラムの終了指令は、たとえば操作部に対するユーザに
よる操作や、一定時間の経過、または力の判定結果の受信回数が一定回数に達した場合な
どにより実行される。アプリケーションの終了指令が発せられていない場合（Ｓ７のＮＯ
）、外部機器４０は、繰り返し形状変化検出装置２０からの判定結果Ｆを受信する。また
アプリケーションの終了指令が実行された場合（Ｓ７のＹＥＳ）、外部機器４０は、形状
変化検出装置２０に対して終了通知を出力し（Ｓ８）、処理を終了する。
【００８７】
　＜形状変化検出装置２０の処理について＞
【００８８】
　形状変化検出装置２０は、ユーザの生体部位４に巻き付けられた後、外部機器４０から
のキャリブレーション処理の開始待ち状態となる（Ｓ１１）。キャリブレーション処理の
開始コマンドを受けた形状変化検出装置２０は、たとえば初期設定完了フラグとしてｆｉ
＝０の値の設定、力のＯＮ／ＯＦＦ判定閾値ＥｓのデータをＲＡＭ９６に記憶させるほか
、各センサ１２から検出値の取得や外部機器４０に対する検出データの送信を開始させる
（Ｓ１２）。
【００８９】
　形状変化検出装置２０は、キャリブレーション処理で各センサ１２から取得した検出値
である時系列データとして、たとえばＶ１（ｔ）、Ｖ２（ｔ）をＲＯＭ９４に記憶すると
ともに、外部機器４０側に送信する（Ｓ１３）。
【００９０】
　形状変化検出装置２０は、キャリブレーション処理の継続か否かの判断処理として、初
期設定完了フラグに「ｆｉ＝１」が設定されているか否かを判断する（Ｓ１４）。フラグ
判断の結果、「ｆｉ＝１」が設定されていない場合（Ｓ１４のＮＯ）、完了フラグが設定
されたか否かを判断し（Ｓ１５）、フラグが設定されない場合（Ｓ１５のＮＯ）、Ｓ１３
に戻り継続してキャリブレーション処理を実行する。また、形状変化検出装置２０は、外
部機器４０からのキャリブレーション終了指示を受信し、完了フラグが設定された場合（
Ｓ１５のＹＥＳ）、完了フラグに「ｆｉ＝１」を設定するとともに、センサ１２で検出し
た初期データを基準電圧値Ｖ０１、Ｖ０２として設定する（Ｓ１６）。キャリブレーショ
ン処理の完了フラグが設定されると、センサ１２の検出値を時系列データＶ１（ｔ）、Ｖ
２（ｔ）の送信した（Ｓ１３）のち、形状変化検出処理に移行する。
【００９１】
　初期設定完了フラグに「ｆｉ＝１」が設定されている場合（Ｓ１４のＹＥＳ）、生体部
位４の形状変化の検出処理として、検出データ（検出電圧値Ｖ１（ｔ）、Ｖ２（ｔ））と
初期データ（基準電圧値Ｖ０１、Ｖ０２）との差分を計算する（Ｓ１７）。この差分計算
では、式（１）の算出処理を行えばよい。
【００９２】
　形状変化の検出の後、形状変化検出装置２０は、生体部位４に入れられた力の推定処理
に移行する。この処理では、生体部位４の初期姿勢からの変形度の計算を行う（Ｓ１８）
。生体部位４に対する力の入れ具合の強さの評価指数Ｅ（ｔ）は、この初期姿勢からの変
形度から判断する。この変形度は、たとえば２つのセンサ１２（ＣＨ１、ＣＨ２）の変化
電圧をパラメータとした関数として、以下の式（４）に基づいて算出される。
　評価指数Ｅ（ｔ）＝（初期姿勢からの変形度）
　　　　　　　　　＝（ΔＶ１（ｔ）2 ＋　ΔＶ２（ｔ）2）　　　　・・・（式４）
　形状変化の検出処理では、形状変化検出装置２０に形成されたセンサ１２について、そ
れぞれ隣合うセンサ間の差分を算出する。
【００９３】
　次に、算出された変形度から生体部位４の力のＯＮ／ＯＦＦの判定処理に移行する（Ｓ
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１９）。この判定処理では、たとえば算出した評価指数Ｅ（ｔ）が力の判定閾値Ｅｓより
も大きいか否かを判定する。すなわちこの判定により、検出された屈曲部Ｘの状態変化を
設定された識別パターンと対比することで力の状態を判別する。そして判定の結果、評価
指数Ｅ（ｔ）が判定閾値Ｅｓよりも大きい場合Ｅ（ｔ）＞Ｅｓ、力のＯＮ／ＯＦＦ判定結
果Ｆに「１」を設定する。また評価指数Ｅ（ｔ）が判定閾値Ｅｓ以下の場合Ｅ（ｔ）≦Ｅ
ｓ、力のＯＮ／ＯＦＦ判定結果Ｆに「０」を設定する。
【００９４】
　形状変化検出装置２０は、力の判定結果Ｆを外部機器４０に送信し（Ｓ２０）、アプリ
ケーションプログラムの終了通知により、形状変化検出処理および力の判定処理の終了指
示を受けたか否かの判断に移行する（Ｓ２１）。外部機器４０から終了指示を受けていな
い場合（Ｓ２１のＮＯ）、Ｓ１３に戻り、検出処理を継続する。終了指示を受けた場合（
Ｓ２１のＹＥＳ）、形状変化検出装置２０は、形状変化検出処理および力の推定処理を終
了し、再びキャリブレーション処理の開始待ち状態に移行する。
【００９５】
　なお、形状変化検出処理は、隣り合う抵抗膜シート５６で形成された屈曲部Ｘの検出結
果を利用するものに限られず、離間した位置の抵抗膜シート５６に形成される屈曲部Ｘの
検出結果を利用してもよい。また形状変化検出処理では、２つのセンサ１２の検出結果を
利用する場合に限られず、２以上のセンサ１２（ＣＨ１、ＣＨ２）の検出結果を比較処理
してもよい。また、判定処理に用いる閾値Ｅｓは、力の推定結果を利用する外部機器４０
によって設定されるものに限られず、形状変化検出装置２０に予め記憶された値を利用し
てもよい。
【００９６】
　そのほか形状変化の検出処理および力の推定処理では、たとえば複数のセンサ１２の検
出結果を比較して形状変化を判断する場合に限られず、１つのセンサ１２の検出結果につ
いて、変化前後の検出値を利用してもよい。この場合、形状変化検出装置２０は、たとえ
ばバンド部品２４に対して検出位置が設定され、その検出位置に２つの接触部品２２を設
置して形成されてもよい。
【００９７】
　＜形状変化検出装置２０の他の構成例について＞
【００９８】
　図１７は、形状変化検出装置の他の構成例を示している。
【００９９】
　形状変化検出装置２０は、たとえば図１７のＡに示すように、生体部位４に対して直接
接触部品２２を接触させてもよい。この形状変化検出装置２０は、たとえばバンド部品２
４に対する接着面に対して反対側の面が生体部位４側に向けて巻き付けられ、バンド部品
２４が接触部品２２よりも外周側に配置される。さらにバンド部品２４は、接触部品２２
に接触する面の反対側の面に圧着バンド６０が巻き付けられ、生体部位４側に向けて押圧
される。
【０１００】
　この形状変化検出装置２０は、図１７のＢに示すように、接触部品２２の接触面を直接
生体部位４の表面に接触させることで、隣り合う接触部品２２間の距離や隣接角度の変化
から生体部位４の形状状態が抽出される。形状状態は、たとえば図１８に示すように、生
体部位４の表面に沿って配置される接触部品２２間の角度θにより、接触部品２２の外縁
側に配置されるバンド部品２４および抵抗膜シート５６に形成される屈曲部Ｘを利用して
抽出される。このように、屈曲部Ｘを形成させる接触部品２２を直接生体部位４に接触さ
せることで、生体部位４の断面形状の変化をダイレクトに抽出することができる。
【０１０１】
　斯かる構成によれば、生体部位４の外形形状の変化を抽出し、その変化量を検出するこ
とで検出位置におけるセンサ１２の密着状態に関わらず形状変化の検出精度が高められる
。生体部位４の外形形状に応じて形成される屈曲部Ｘの形状状態の変化量から生体部位４
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の形状変化を検出することで、筋肉組織の硬度変化など、外形変化量が小さい場合にも形
状変化の検出機能を向上させることができる。また、従来の圧電素子などを利用して生体
部位４の表面形状の変化を直接検出するのに対し、この形状変化検出装置２０では、巻き
付けた接触部品２２によりバンド部品２４に屈曲部を形成することで生体部位４の形状変
化を抽出する。このように生体部位４の形状状態を屈曲部で抽出し、この屈曲部の変化を
監視することで、生体部位４の微小な形状変化も判別することができる。そして、このよ
うな形状変化検出および力の推定処理を利用することで、たとえば、動作時における生体
部位４の形状変化の度合から、単に生体部位４を動かしたことによる形状変化か、または
力を入れて動かしたかの判別も行うことができる。
【０１０２】
　〔第３の実施の形態〕
【０１０３】
　図１９は、第３の実施の形態に係る形状変化検出装置の構成例を示している。
【０１０４】
　形状変化検出装置１２０は、本開示のバンド型デバイスの一例であり、バンド部品２４
の一面側に対し、長手方向に向けて複数の接触部品１２２が間隔をもって設置される。バ
ンド部品２４には、たとえば接触部品１２２に並んて制御装置２６が設置されている。こ
の接触部品１２２は、本開示の形状情報抽出手段を形成する接触部品の一例であり、側面
側の一部にセンサ１２４が設置されている。このセンサ１２４は、たとえば隣合って配置
された接触部品１２２間のギャップ距離を検出する手段の一例であり、光学センサで形成
される。
【０１０５】
　そのほか、形状変化検出装置１２０は、たとえばバンド部品２４の一端側に配置される
接触部品２２にはセンサ１２４の設置の有無を任意に設定可能にしてもよく、さらに、他
端側に配置される接触部品１２２に連結する連結部品２８を備えてもよい。
【０１０６】
　センサ１２４は、たとえば図２０に示すように発光部１３０および受光部１３２を備え
たフォトリフレクタが用いられ、バンド部品２４上で所定の距離をもって配置された他の
接触部品１２２の対向面側に対する距離の変化を検出する。形状変化検出装置１２０に形
成される屈曲部は、たとえば図２０のＡに示すように内角がθαの初期状態のときと、図
２０のＢに示すように内角がθβのときとで接触部品１２２間の距離が変化する。センサ
１２４は、接触部品１２２間の距離の変化から屈曲部の角度変化を検出する。
【０１０７】
　センサ１２４は、たとえば屈曲部を形成する隣の接触部品１２２の対向面に向けて発光
部１３０により発光（入射光Ｌｏ）し、その反射光Ｌｒを受光部１３２で受光し、その光
強度（受光光量）を検出する。そして、制御装置２６は、検出した光強度の変化から屈曲
部の角度変化や接触部品１２２間の距離の変化などを判断する。フォトリフレクタによる
センサ特性は、たとえば図２１に示すように、受光光量に応じて流れる電流量の変化に対
し、距離範囲Ｑ１～Ｑ２の範囲において距離に略反比例関係となっている。従ってセンサ
１２４は、たとえばこのセンサ特性の距離範囲Ｑ１～Ｑ２の間を利用し、検出電流値から
接触部品１２２間の距離が判断される。このセンサ特性の情報は、たとえば制御装置２６
のＲＯＭ９４に予め格納されている。
【０１０８】
　センサ１２４の回路構成は、たとえば図２２に示すように、発光部１３０に発光ダイオ
ードが設置され、たとえば制御装置２６に設置された電池５２から給電される。また受光
部１３２には、たとえばフォトトランジスタが設置され、発光ダイオードが発した光のう
ち、対向する接触部品１２２で反射した光を受光する。フォトトランジスタは、受光した
光の強さに応じて流れる電流値を増減させる。これにより受光部１３２では、たとえば電
池５２側からインプットされるＶｃｃ電源に対し、フォトトランジスタを通じてアウトプ
ット（Output）側の電流量を検出する。
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【０１０９】
　＜センサ１２４を利用する場合の制御ブロックについて＞
【０１１０】
　形状変化検出装置１２０の制御装置２６は、たとえば図２３に示すように、センサ１２
４を形成する発光部１３０が電源回路８６に接続されており、検出処理のタイミングで制
御部８４からの給電指示が行われる。また受光部１３２は、たとえば制御基板４８上に形
成された受光検出回路１４０に接続されている。この受光検出回路１４０は、たとえば受
光部１３２の受光による電流値を検出し、その結果を制御部８４側に通知する。制御部８
４は、たとえば検出処理のタイミングで発光部１３０側に発光指示を出力とともに、電源
回路８６および受光検出回路１４０に給電指示や電流値の検出処理の制御指示を出力する
。
【０１１１】
　＜形状変化検出処理および力の推定処理について＞
【０１１２】
　図２４は、光センサを利用する場合の形状変化検出処理および力の推定処理の一例を示
すシーケンス図である。
【０１１３】
　＜外部機器４０側の処理＞
【０１１４】
　外部機器４０は、たとえば図２４に示すように、形状変化検出装置１２０の装着位置の
特定およびキャリブレーション処理の実行指示を形状変化検出装置１２０側に出力する（
Ｓ３１）。そして外部機器４０は、たとえば形状変化検出装置１２０のキャリブレーショ
ン処理の実行回数や経過時間、検出結果の状態などに基づいてキャリブレーション処理の
終了確認を出力する（Ｓ３２）。このとき外部機器４０は、たとえば形状変化検出装置１
２０からキャリブレーション処理の実行結果などを受領してもよい。またキャリブレーシ
ョン処理の終了確認は、たとえば外部機器４０に対する利用者の操作指示に基づいて行わ
れてもよい。
【０１１５】
　外部機器４０は、形状変化検出装置１２０から識別結果として、形状変化の検出結果や
力の推定結果を受信すると、外部機器４０の表示部に対する表示制御や、受信した結果を
利用して機能するアプリケーションプログラムに出力させる（Ｓ３３）。これにより外部
機器４０は、形状変化検出および力の推定処理の実行に関する制御処理を終了する。
【０１１６】
　＜形状変化検出装置１２０側の処理＞
【０１１７】
　形状変化検出装置１２０は、たとえばキャリブレーション処理Ｌ１として、外部機器４
０からの指示に基づき、センサ１２４の全チャネルからたとえば検出電流値を取り込むポ
ーリング処理を行う（Ｓ４１）。キャリブレーション処理は、たとえば外部機器４０から
の終了指示を受けるまで繰り返し実行し、終了指示を受けたことを契機に終了する。そし
て形状変化検出装置１２０は、たとえばポーリング処理で検出した検出電流値のうち、特
定の検出値をＲＯＭ９４などに格納して、初期データであるキャリブレーションデータを
更新させる（Ｓ４２）。形状変化検出装置１２０は、たとえば外部機器４０に対し、ポー
リング処理を実行する毎に検出電流値などを送信してもよく、また更新したキャリブレー
ションデータを送信してもよい。
【０１１８】
　形状変化検出装置１２０は、センサ１２４の計測処理Ｌ２として、センサ１２４の全チ
ャネルから検出電流値を取り込むポーリング処理を行う（Ｓ４３）。制御部８４は、たと
えばフォトリフレクタを用いた検出電流値に対し、設定された初期データとの差分データ
を算出する（Ｓ４４）。
【０１１９】
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　制御装置８４は、たとえば力のＯＮ／ＯＦＦの判断および力の推定処理として、算出し
た差分データのプロファイルを識別パターンテンプレート７８と照合させる（Ｓ４５）。
照合処理の後、形状変化検出装置１２０は、照合による判定結果を識別結果として外部機
器４０側に出力し（Ｓ４６）、さらに終了処理がされていなければ継続して形状変化の監
視および検出処理を継続する。形状変化および力の推定処理は、たとえば外部機器４０か
らの終了指示に基づいて終了させてもよく、または制御装置８４に備えた図示しないカウ
ンタやタイマの計数または計時結果を契機に終了させてもよい。
【０１２０】
　斯かる構成によれば、生体部位４の外形に対して部分的に接触し、多角形状によって外
形形状を抽出する接触部品１２２同士の配置状態を監視することで、生体部位４への密着
性に左右されず、形状変化の検出精度を向上させることができる。
【０１２１】
　〔第４の実施の形態〕
【０１２２】
　図２５は、第４の実施の形態に係る形状変化検出装置の構成例を示している。
【０１２３】
　形状変化検出装置１５０は、たとえば図２５に示すように、バンド部品２４上に抵抗膜
シート５６を介して設置される接触部品２２の平面側の一部に、所定の高さで突起部１５
２が形成されている。突起部１５２は、たとえば生体部位４の表面に対して接触部品２２
を接触させる面上に形成される。この突起部１５２は、接触部品２２と同様の部材で形成
され、または異なる部材が取付けられて、一体化して形成される。
【０１２４】
　この突起部１５２は、図２６に示すように、生体部位４の表面を部分的に圧着する。す
なわち接触部品２２は、生体部位４に対して突起部１５２で接触される。突起部１５２は
、たとえば圧着バンド６０からの押圧により外周面が生体部位４の表面側を変形させて接
触する。
【０１２５】
　生体部位４は、表皮の内側に脂肪層があり、その内側に筋肉層が形成されている。力の
入れ具合は、筋肉層を形成する筋組織の状態変化により生じることから、接触部品２２は
、より筋肉層に近い位置で接触させるのが理想的である。しかし生体部位４において表皮
から筋肉層までの距離、脂肪層の厚さは個体毎に異なる。このような生体部位４に対し、
接触部品２２の突起部１５２は、生体部位４への圧着により、表皮の接触部分とともに脂
肪層の一部を変形させる。突起部１５２は、生体部位４との接点となり、生体部位４の表
面形状の変化に応じて生体部位４に対する接触角度が変化する。そして突起部１５２は、
脂肪層の変形により、筋組織までの距離ｄを近接させることで、接触部品２２を筋肉層の
外形形状に沿った角度で接触する。
【０１２６】
　斯かる構成によれば、突起部１５２により筋組織の外形形状に沿った状態で接触部品２
２を接触させることができ、筋肉層の外形変化の検出精度を向上させることができる。突
起部１５２は、体表部分にある柔らかい脂肪層などが多く筋肉層の緊張状態を捉えにくい
生体部位４に対しても体表内部に食い込ませることで筋組織に沿って配置され、バンド部
品２４に形成される屈曲部の形状変化を捉えやすくすることができる。
【０１２７】
　以上説明した実施の形態について、特徴事項や変形例を以下に列挙する。
【０１２８】
　(1)  形状変化検出装置２０では、生体部位４である身体断面の形状を接触部品２２お
よび支持部品であるバンド部品２４を含む形状情報抽出部により多角形で近似し、形状変
化を多角形によって形成された屈曲部Ｘの内角変化に集中させる。そして形状変化検出装
置２０は、角度変化をセンサ１２で捉えることで、身体の力の入れ方による断面の変化を
容易に捉えることができる。
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【０１２９】
　(2)  形状変化検出装置２０は、たとえば生体の形状変化検出および力の入れ具合の推
定機能により、たとえば体の動作を伴う技術の習得に利用することができる。スポーツや
ピアノの演奏技術、その他の技術では、たとえば身体の動く形のみではなく、力の入れ方
が重要な情報となり、この動く形と力を合わせて身体の使い方、動かし方を伝達すれば、
高いレベルでの技術が習得できる。特にスポーツなどでは、力を入れることのみではなく
、無駄な力を入れない状態が重要であり、本開示の形状変化検出装置２０による力の推定
により、目視的に力の状態を示すことで、力の入れないイメージが習得できる。
【０１３０】
　(3)  生体部位４の形状状態の検出について、従来の筋電位を検出する手法では、たと
えば電極にゲルパッドなどを付着させ、生体部位に密着させるものがあるが、そのパッド
の接着感の悪さや、密着状態の安定性が一定でないと検出精度が低下するなどの課題があ
る。またパッドは再利用ができず、コストがかかるという問題もある。これに対し、形状
変化検出装置２０は、圧着バンド６０による押圧により生体部位４に対して巻き付けられ
、接触部品２２により部分的に生体部位４の形状を抽出することで、密着状態の安定化が
図れる。
【０１３１】
　(4)  上記実施の形態では、接触部品２２を生体部位４の周面に沿って配置させ、生体
部位４の表面形状の変化によって、隣接する接触部品２２間の角度変化を検出する場合を
示したがこれに限られない。接触部品２２は、たとえば生体部位４に巻き付けられたバン
ド部品２４に対し、その長手方向に対して直交する方向に所定の間隔を持って配置させ、
生体部位４が力を入れたことによる表面形状の変化を検出してもよい。この場合、接触部
品２２は、たとえば筋組織の厚みに応じた高さの変化とともに、設置位置における筋組織
の高さの変化を接触部品２２間に形成された屈曲部Ｘの角度により検出してもよい。
【０１３２】
　(5)  上記実施の形態では、力の入れ具合の推定処理において、力の判定閾値Ｅｓを利
用し、評価指数Ｅ（ｔ）が判定閾値Ｅｓよりも大きい場合に力がＯＮ状態になると判断し
ているがこれに限られない。この判定閾値Ｅｓは、たとえば外部機器４０で実行されるア
プリケーションプログラムなどに対し、生体部位４が目的とした力の状態であるか否かを
判断する最低基準値である。そこで、形状変化検出装置２０による力の推定処理では、た
とえば最低基準値である判定閾値Ｅｓに対し、力の上限や目的に応じた力の値となってい
るか否かの閾値を併せて設定し、力の入れ具合の判定を行ってもよい。これにより形状変
化検出装置２０では、生体部位４の力の入れ具合について、多段階の状態判定を行うこと
ができ、詳細な力の入れ具合の判別が可能となる。
【０１３３】
　(6)  上記実施の形態では、形状変化検出装置２０は、たとえば隣り合って形成された
屈曲部Ｘの角度を検出するセンサ１２（ＣＨ１、ＣＨ２）の検出情報を利用して形状変化
や力の状態を推定する処理を行う場合を示したが、これに限られない。形状変化検出装置
２０は、たとえば形状変化検出装置２０に設置された全てのセンサ１２の検出情報を任意
に組み合わせ、生体部位４の全体の形状変化の検出処理や力の状態の推定処理を行っても
よく、または全てのセンサ１２の検出情報から生体部位４の全体の状態を算出し、判定パ
ターンテンプレート７８と比較してもよい。
【０１３４】
　(7)  上記実施の形態では、接触部品１２２間の屈曲状態を距離変化から検出するセン
サ１２４としてフォトリフレクタを利用する場合を示したが、これに限られない。接触部
品間の距離変化を検出する手段として、たとえば磁気センサを利用してもよい。この磁気
センサは、たとえば隣合う接触部品の対向面にそれぞれ磁気発生部と磁気検出部を備え、
その検出した磁気の強さにより距離を判断する。このような磁気センサによっても屈曲部
の形状変化を検出することができる。
【０１３５】
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　次に、以上述べた実施の形態に関し、更に以下の付記を開示する。以下の付記に本開示
の技術が限定されるものではない。
【０１３６】
　（付記１）生体部位の形状変化を検出するバンド型デバイスであって、
　前記生体部位に圧着状態で巻き付けられ、前記生体部位の表面に設定された検出位置で
前記生体部位の外形に応じた屈曲部を形成して前記生体部位の形状情報を抽出する形状情
報抽出手段と、
　前記生体部位の状態変化に対し、前記形状情報抽出手段によって形成された前記屈曲部
の形状状態の変化量を検出するセンサと、
　を備えることを特徴とするバンド型デバイス。
【０１３７】
　（付記２）さらに、前記センサが検出した前記屈曲部の形状状態の変化量に基づき、前
記生体部位に生じる力の状態を判別する制御部と、
　を備えることを特徴とする付記１に記載のバンド型デバイス。
【０１３８】
　（付記３）前記形状情報抽出手段は、
　前記生体部位の周面に沿って複数個が所定の間隔で隣り合わせて配置され、一面側の一
部で前記生体部位に接触する接触部品と、
　前記生体部位の周面方向に巻き付けられ、前記接触部品を支持する支持部品と、
　弾性力によって前記接触部品と前記支持部品とを前記生体部位側に圧着させる圧着部材
と、
　を備え、前記生体部位の外形に応じて、隣り合う前記接触部品間の角度が決まり、前記
支持部品は、該角度で配置された前記接触部品間の一部が屈曲することを特徴とする付記
１または付記２に記載のバンド型デバイス。
【０１３９】
　（付記４）前記センサは、隣り合う前記接触部品間の角度を検出することを特徴とする
付記３に記載のバンド型デバイス。
【０１４０】
　（付記５）前記センサは、前記接触部品間の角度により前記支持部品に形成される前記
屈曲部の形状状態の変化量を検出することを特徴とする付記３に記載のバンド型デバイス
。
【０１４１】
　（付記６）前記制御部は、検出された前記屈曲部の形状状態の変化量を、設定された判
別パターンと対比して力の状態を判別することを特徴とする付記２ないし付記５のいずれ
か１つに記載のバンド型デバイス。
【０１４２】
　（付記７）さらに、外部機器との間でデータの送受信を行う通信手段を備え、
　前記制御部は、前記外部機器から判別パターンを取得するとともに判別指示情報を受け
、前記センサから取り込んだ検出情報を前記判別パターンと対比して力の状態を判別し、
判別結果を前記外部機器に通知することを特徴とする付記２ないし付記６のいずれか１つ
に記載のバンド型デバイス。
【０１４３】
　（付記８）前記接触部品は、前記生体部位と接触させる面の一部に形成された突起部を
前記生体部位との接点とし、前記生体部位の表面形状の変化に応じて接触角度を変化させ
て、前記支持部品を屈曲させることを特徴とする付記３ないし付記７のいずれか１つに記
載のバンド型デバイス。
【０１４４】
　（付記９）生体部位の形状変化を検出するバンド型デバイスの検出制御方法であって、
　前記生体部位に圧着状態でバンド型デバイスを巻き付け、
　前記生体部位の表面に設定された検出位置で前記生体部位の外形に応じた屈曲部を形成
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させ、
　前記生体部位の形状情報を形状情報抽出手段で抽出し、
　前記生体部位の状態変化に伴う前記屈曲部の形状状態の変化量をセンサで検出する、
　処理を含むことを特徴とするバンド型デバイスの検出制御方法。
【０１４５】
　（付記１０）前記センサが検出した前記屈曲部の状態変化に基づき、前記生体部位に生
じる力の状態を制御部により判別する処理を含むことを特徴とする付記９に記載のバンド
型デバイスの検出制御方法。
【０１４６】
　（付記１１）通信手段により外部機器との間でデータの送受信を行い、
　前記外部機器から判別パターンを取得するとともに判別指示情報を受け、
　前記センサから取り込んだ検出情報を前記判別パターンと対比して力の状態を判別し、
　判別結果を前記外部機器に通知する、
　処理を含むことを特徴とする付記１０に記載のバンド型デバイスの検出制御方法。
【０１４７】
　以上、本開示の構成の好ましい実施形態等について説明した。しかし、本開示の技術は
上記実施の形態の記載に限定されるものではない。特許請求の範囲に記載され、または明
細書に開示された技術の要旨に基づき、当業者において様々な変形や変更が可能であるこ
とは勿論である。そして斯かる変形や変更が本開示の技術に含まれることは言うまでもな
い。
【符号の説明】
【０１４８】
　２、２０、１２０、１５０　形状変化検出装置
　４　生体部位
　６、２２、１２２　接触部品
　８　支持部品
　１０、２６　制御装置
　１２、１２４　センサ
　２４　バンド部品
　２８　連結部品
　３０　フック部
　３２　係止孔
　４０　外部機器
　４８　制御基板
　５２　電池
　５４　挿通孔
　５６　抵抗膜シート
　５８　端子部
　６０　圧着バンド
　６２　開放部
　６６　検知端子パターン
　６８　コネクタ
　７０　バッファアンプ
　７２　ＡＤ変換器
　７４　形状変化検出機能
　７６　力の推定機能部
　７８　識別パターンテンプレート
　８２　マイコン
　８４　制御部
　８６　電源回路
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　８８　無線コントローラ
　９０　Ｉ／Ｏ
　９２　プロセッサ
　９４　ＲＯＭ
　９６　ＲＡＭ
　１３０　発光部
　１３２　受光部
　１４０　受光検出回路
　１５２　突起部
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